
平成１３年(ワ)第８４８５号　損害賠償請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年１１月１４日
　　　　　　　　　　　　判　　　　決
    　　　　　　原　　　告    　　　　　日本圧着端子製造株式会社
                訴訟代理人弁護士　　　　山　田　庸　男
　　　　　　　　同　　　                土　谷　喜　輝
　　　　　　　　被　　　告 　　　       乙
                訴訟代理人弁護士　　　　宇　野　総一郎
                同　　　　　　　　　　　丸　山　貴　之
                        主　　　　文
　　　　　　　　　本件訴えを却下する。
                  訴訟費用は原告の負担とする。
                        事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　請求の趣旨
    (1)　被告は、原告に対し、金５２０万９８６９円及びこれに対する平成１３年
５月２４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
    (2)　訴訟費用は被告の負担とする。
    (3)　仮執行宣言
  ２　本案前の答弁
      主文同旨
第２　事案の概要
  １　本件は、原告のオーストラリアにおける子会社（J.S.T. Australia Pty. 
Ltd.　以下「JAU」という。）の元役員であった被告（オーストラリア在住）
が、JAUを退社してオーストラリア法人であるタイコエレクトロニクス（Tyco　
Electronics Pty.Ltd.　以下「タイコオーストラリア」という。）に転職するに当
たり、タイコオーストラリアに転職する予定であることを秘匿し、原告を欺罔し
て、原告の営業秘密を不正に取得して開示し、又は原告から在職中に示された営業
秘密を不正の利益を得る目的若しくは原告に損害を加える目的で開示したとして、
不正競争防止法２条１項４号又は７号、４条に基づき、損害賠償の一部請求（５０
０万円）をするとともに、被告がタイコオーストラリアに転職することが決まって
おり又は転職の可能性があったのであれば、原告は被告の日本への出張を許可しな
かったにもかかわらず、被告が転職を秘匿して日本へ出張したことにより、原告が
出張費用相当額の損害を被ったとして、不法行為に基づきその損害賠償（２０万９
８６９円）を請求している事案である。被告は、本案前の主張として、本件につい
て我が国に裁判管轄はないと主張して、訴えの却下を求めている。
  ２　基礎となる事実等
    (1)　当事者等
        原告は、電気接続部品の製造、販売及び輸出入を主な業とする株式会社で
あり、JAUは原告がその全株式を保有するオーストラリアの子会社であり、オースト
ラリア市場における原告製品の販売を行っている。（当事者間に争いがない）
        被告は、オーストラリア在住の者であり、従前は、JAUの競合会社である
AMPオーストラリアに勤務していたが、平成１１年５月２４日、JAUにステート・セ
ールス・マネージャー（State Sales Manager）として採用され、同年６月２２日、
ナショナル・セールス・マネージャー（National Sales Manager、オーストラリア
全体を統括する営業部長）に昇格し、平成１３年１月１日、マネージング・ディレ
クター（Managing Director、取締役社長）に就任した。（甲第１７号証、弁論の全
趣旨）
        世界各国に子会社を有し、電子接続部品の世界的な大手企業であった
AMPは、平成１１年４月、更に大きな企業体であるタイコ社に買収されてタイコグル
ープの一員となった。（甲第１７号証）
    (2)　被告の転職
        被告は、平成１３年６月４日、原告代表者に対し、原告の競合会社からの
申出を受け入れてその会社に転職するので、同月１８日まで勤務し、JAUを退職する
旨の通知を行った。（甲第１号証）
        被告は、現在、タイコオーストラリアにおいて取締役として勤務してい
る。（甲第２号証）
        タイコオーストラリアは、米国に本社を有するタイコエレクトロニクスコ



ーポレーション（Tyco Electronics Corporation）の子会社又は孫会社であり、タ
イコエレクトロニクスコーポレーションの日本の子会社として「タイコ・エレクト
ロニクス・アンプ株式会社」（以下「タイコ日本」といい、タイコエレクトロニク
スコーポレーション及びその子会社、孫会社のいずれかで、「タイコエレクトロニ
クスコーポレーション」、「タイコオーストラリア」、「タイコ日本」のいずれと
も特定できないものは単に「タイコ」という。）が存在する。電子接続部品の売上
げに関し、タイコグループは世界市場及び日本市場で第１位であり、原告（その子
会社等を含む。）は世界市場で第８位、日本市場で第４位である。（当事者間に争
いがない）
    (3)　被告の日本への出張
        被告は、平成１３年５月２１日から同月２４日まで日本に出張し、同月２
１日には、原告の第１０グループ（携帯電話用のコネクタ開発などを担当する事業
部）、大阪技術センターなど、同月２２日には、第４グループ（ＯＡ機器、パソコ
ンなどのコネクタ開発を担当する事業部）、第１１グループ（関東方面の自動車会
社用のコネクタ開発を担当する事業部）、同月２３日には、第７グループ（ファク
トリーオートメーション等を担当する事業部）、第１３グループ（高速コネクタ開
発を担当する事業部）、同月２４日には、第１グループ（トヨタ自動車株式会社
（以下「トヨタ自動車」という。）など中部関西方面の自動車会社用のコネクタ開
発を担当する事業部）で説明を受けるなどした。（甲第４号証、第１７号証、弁論
の全趣旨）
    (4)　トヨタ自動車のSQUIBコネクタの入札
        エアバッグ用のコネクタは、自動車が衝突した際、その衝突を感知したセ
ンサーが発する信号をエアバッグに伝達してエアバッグを作動させるためのコネク
タであり、そのうちSQUIBコネクタは、サイドエアバッグ用のコネクタである。トヨ
タ自動車は、SQUIBコネクタの採用を入札コンペ方式により決定することとし、平成
１３年１１月９日、要求仕様書が原告、タイコ日本、FCIジャパン株式会社（以
下「FCI」という。）に交付され、同年１２月３日、前記３社がトヨタ自動車に対し
てプレゼンテーションを行い、同月１０日、入札の結果、タイコ日本が落札した。
（乙第５号証、弁論の全趣旨）
  ３　争点（本案前の主張に関するもの）
      国際裁判管轄の存否（被告が我が国においてした行為により原告の法益につ
いて損害が生じたとの客観的事実関係が認められるか）
第３　争点に関する当事者の主張
  １　原告の主張
  　　本件においては、原告が被告の行為（営業秘密取得行為等）によって損害を
被ったとの客観的事実を証明すれば、管轄が肯定されるところ、次のとおり、管轄
権は十分に肯定され得る。
    (1)　営業秘密
      ア　情報
          別紙１の説明内容欄記載の情報（以下「本件説明情報」という。）は、
主に開発中の商品に関する製品情報、顧客（納入先）情報、価格情報などであり、
原告の営業秘密である。
          本件説明情報のうちにトヨタ自動車向けSQUIBコネクタに関する情報（以
下、原告のトヨタ自動車向けSQUIBコネクタを「原告製SQUIBコネクタ」といい、原
告製SQUIBコネクタに関する情報を「本件コネクタ情報」という。）があり、この情
報も原告の営業秘密であり、そのうちでも、コネクタのハウジングの内側の隙間に
ロッキングボタン（ＣＰＡハウジング）が入り込む構造を採るという情報が重要で
あった。
      イ　秘密管理性
          本件コネクタ情報は、開発段階の製品に関するものであり、原告の第１
グループの統括責任者と担当者（開発情報は技術担当者、価格情報は営業担当者）
のパソコンの中だけに保存されており、そのパソコンは、社内のネットワークにも
接続されておらず、統括責任者と担当者以外の従業員は、そのパソコンを使用する
ことを禁止されており、本件コネクタ情報に接することができなかった。担当者
は、各自の端末機からＩＤとパスワードを入力してＣＡＤシステムに入ることがで
きるが、その場合も、統括責任者以外は、自己が作成した図面しか取得することが
できず、他の従業員が作成した開発段階の図面を見ることができないシステムとな
っていた。第１グループの技術部門は、原告の名古屋技術センターの４階にあり、



４階には、技術部門の従業員と課長クラスのみが持っているＩＤカードがなけれ
ば、原告の従業員であっても立ち入ることができなかった。
          第１グループの統括責任者は、被告に本件コネクタ情報を示しており、
被告は、これらの情報が、統括責任者及び担当者以外の従業員が知り得ない秘密情
報であることを、容易に理解し得たはずである。
      ウ　有用性
          本件コネクタ情報は、生産方法、価格情報、技術情報を含んでおり、事
業活動に有用である。
      エ　非公知性
          本件コネクタ情報は、開発段階の製品に関するものであり、第１グルー
プの統括責任者と担当者以外には知られておらず、公知ではなかった。
    (2)　情報の取得
      ア　原告製SQUIBコネクタは、トヨタ自動車向けのサイドエアバッグ用コネク
タであり、原告は、平成１３年５月ころ、サイドエアバッグモジュールメーカーと
共同開発を進めていた。原告の第１グループは、平成１３年５月２４日、原告の名
古屋技術センターにおいて、原告製SQUIBコネクタに関する製品コンセプト、開発背
景、使用部位、価格、スケジュール、納品ルート、最終ユーザー、サンプル、顧客
用図面などを被告に示した。また、製品の内容に関し、CPAの機構、フェライトのノ
イズ特性、ハーネス作業性の向上などについても説明を行った。
          被告は、その他にも、本件説明情報を示された。
      イ　原告が被告に対してこのような情報の提示、説明を行ったのは、最新の
開発段階の情報を知らせることにより、オーストラリアでの営業、販売に役立つよ
うにするためであり、被告も、オーストラリアでの業績を上げるために必要である
と言って、積極的に様々な質問をし、情報を入手した。
    (3)　不正取得若しくは不正開示を裏付ける事実
      ア　コネクタの構造の類似性
        (ア)　エアバッグ用のコネクタは、マイクロ・ガス・ジェネレータ（以下
「ガス・ジェネレータ」という。）に嵌合し、コネクタに設けられた凹凸等とガ
ス・ジェネレータに設けられた凹凸等が噛み合ってロックするとともに、コネクタ
に付属する金属製の雌端子がガス・ジェネレータに付属する金属製の雄端子と結合
する。半嵌合とは、コネクタに付属する雌端子部分とガス・ジェネレータに付属す
る雄端子部分が接触しているにもかかわらず、コネクタに設けられた凹凸等とガ
ス・ジェネレータに設けられた凹凸等が完全に噛み合わず、ロックが掛かっていな
い状態のことであり、半嵌合の状態では自動車が衝突しても電気信号が通じずエア
バッグが開かない場合があるので、このような状態を検知し、防止することが必要
である。
            FCIがトヨタ自動車に従前から納入していたコネクタは、小型化するた
めに端子と電線の結合部分をフェライトの穴の中に収めるという技術を採用してい
たが、半嵌合検知・防止機能を備えていなかった。
            原告製SQUIBコネクタは、小型化するために端子と電線の結合部分をフ
ェライトの穴の中に収めるという技術を採用するとともに、コネクタをロッキング
ボタンとハウジングにより構成し、半嵌合の状態ではロッキングボタンがハウジン
グから浮き上がることにより半嵌合であることを検知することができるようにし
（半嵌合検知）、いったん完全に嵌合すれば、ロッキングボタン上面がハウジング
上面と同一面になるまで押し込まれ、ロッキングボタンがハウジングから浮き上が
ることはなく、コネクタとガス・ジェネレータが半嵌合の状態に戻ることはないよ
うにする（半嵌合防止）、半嵌合検知・防止機能を備えていた。このような半嵌合
検知・防止機能は、原告が被告に渡した甲第７号証の図面に記載されていた。
            さらに、原告製SQUIBコネクタは、小型化した上で半嵌合検知・防止機
能を備えるために、ハウジング突起部の内側の隙間にロッキングボタンが入り込む
ことによってハウジング突起部が内側に撓まないようにするという構造を採ってい
た。そのため、本件コネクタ情報のうちでも、コネクタのハウジングの内側の隙間
にロッキングボタンが入り込む構造を採るという情報が重要であり、この情報は、
被告が原告から営業秘密を取得した平成１３年５月の時点では公知でなかった。
            タイコ日本製のコネクタも、小型化するために端子と電線の結合部分
をフェライトの穴の中に収めるという技術を採用するとともに、上記の原告製
SQUIBコネクタの半嵌合検知・防止機能と同様の半嵌合検知・防止機能を備えてい
た。



        (イ)　原告が原告製SQUIBコネクタより前に開発した原告製SQSコネクタに
も、原告製SQUIBコネクタと同様に、コネクタのハウジングの内側の隙間にロッキン
グボタンが入り込む構造が採用されていた。原告は、原告製SQSコネクタについて、
平成１１年１１月１８日、トヨタ自動車から試作設計の申込みを受けて開発を開始
し、平成１２年８月ころ第一段階の取扱説明書を作成し、その後も開発を継続し、
平成１３年１２月ころ完成させた。原告製SQSコネクタの取扱説明書（乙第６号証）
に制定日として記載されている「２０００年（平成１２年）８月２９日」は、最初
の取扱説明書を作成した日付けであり、その時点では原告製SQSコネクタは開発中で
未だ完成しておらず、その技術情報は公開されておらず、改正日として記載されて
いる「２００１年（平成１３年）１２月７日」に取扱説明書が完成し、同月１０日
に製品の型番が最終的に設定された。原告製SQSコネクタに採用された半嵌合検知・
防止機能は、新規なものであり、開発から完成までに２年程度かかることは通常で
ある。また、原告製SQSコネクタの取扱説明書は顧客であるトヨタ自動車用に作成さ
れたものであり、原告は同社と秘密保持契約を締結しているから、少なくとも製品
が完成されるまで、その内容が公知になることはない。原告は、トヨタ自動車と共
に、原告製SQSコネクタに採用されている技術について、平成１３年２月１５日、特
許出願を行い（特願２００１－３８３４６）、同年１１月１６日に出願公開された
（特開２００１－３１９７４７）。
            したがって、本件コネクタ情報のうち、コネクタのハウジングの内側
の隙間にロッキングボタンが入り込むという原告製SQSコネクタに採用されていた構
造についての情報は、被告が原告から営業秘密を取得した平成１３年５月の時点で
は公知でなかった。
        (ウ)　タイコ日本が平成１３年１１月の入札によりトヨタ自動車に納入す
ることになったタイコ日本製コンパクトコネクタ（乙第８号証記載のコネクタ。以
下「乙８コネクタ」という。）は、ロッキングボタンが下がったとき、ロッキング
ボタンが、ハウジング本体のハウジン中央部とハウジングの脚部との間の隙間に入
り込み、ハウジングの脚部が開いてロックする構造であり、前記(ア)、(イ)記載の
とおり、そのような構造は平成１３年５月の時点で公知ではなかったから、乙８コ
ネクタは、本件コネクタ情報を用いて製作されたものである。
            タイコ日本は、平成１２年１０月から半嵌合検知・防止機能を備える
タイコ日本製スリムコネクタ（乙第９号証記載のコネクタ。以下「乙９コネクタ」
という。）を製造販売していたが、これは乙８コネクタとは構造が異なる。乙９コ
ネクタは、ロッキングボタンが下がったとき、ハウジング本体にあるテーパーの壁
にロッキングボタンが当たり、ロッキングボタンのロック部が開いてロックする構
造であり、ロッキングボタンがハウジングの内側の隙間に入り込んで嵌合状態を維
持する構造を備えていないから、乙８コネクタとは構造が異なる。乙９コネクタ
は、ロッキングボタンが下がったとき、ロッキングボタンの撓みが生じるが、乙８
コネクタは、ロッキングボタンにこのような撓みは生じない。原告がトヨタ自動車
とともに原告製SQSコネクタに採用されている技術について出願した特許（特願２０
０１－３８３４６）の公開特許公報（特開２００１－３１９７４７。甲第１９号
証）には、「掛け止め要素５の規制部５２が、厚肉部分６３の内側張出部６３ａに
対面する位置・・・まで下がり、掛け止め部４２が係止溝１５から外れようとする
動きを規制し、第２構成要素３は第１構成要素２から外れなくなる。」（段落【０
０４６】）と記載されており、ロッキングボタンがハウジング内側に入り込み嵌合
が完成されることが示されており、同公開特許公報の図１３にも、そのような嵌合
の完成した状態が示されており、これは、乙８コネクタの嵌合が完成した状態と同
じであり、乙９コネクタの嵌合の完成した状態とは異なる。
      イ　トヨタ自動車の入札
        (ア)　トヨタ自動車は、平成１３年１１月９日、サイドエアバッグ用コネ
クタの採用を入札コンペ方式により決定することとし、原告は、原告製SQUIBコネク
タをもって入札に参加したが、入札の結果、タイコ日本が落札した。タイコ日本製
コネクタのコンセプトは、原告製SQM/SQHコネクタと酷似しており、技術的優位差は
見られないが、価格が原告の提示した価格を下回っていたため、採用されたと考え
られる。
            原告製SQUIBコネクタは、原告が欧米の需要や技術等を調査し、開発を
進めていたものであり、本件コネクタ情報が漏れない限り、他社が同様の製品を短
期間で開発することは不可能であったから、被告が原告から取得した本件コネクタ
情報をタイコに開示したとしか考えられない。また、被告は原告製SQUIBコネクタの



価格情報も取得していたから、タイコ日本は、これを用いて、より安い価格で入札
を行ったものと考えられる。
        (イ)　原告の第１グループが被告に本件コネクタ情報を示したとき、原告
製SQUIBコネクタについて、複数の図面と試作品の現物を被告に渡しており、その図
面のうちに甲第６、第７号証の各図面があった。甲第６号証の図面は、原告製
SQUIBコネクタの図面であり、原告の名古屋技術センターの４階にあるＣＡＤシステ
ムの中に保存されており、図面作成者と統括責任者しか取得することができず、図
面作成者がプリントアウトして被告に手渡した。また、原告製SQUIBコネクタの試作
品は、部外者が立ち入ることができない名古屋技術センターの４階に保管されてい
た。原告製SQUIBコネクタは、原告が豊田合成株式会社と共同開発を進めていたもの
であり、最終納入先であるトヨタ自動車に対しては、甲第６号証の図面は示してい
なかった。ところが、後日、トヨタ自動車から、甲第６号証の図面とほぼ同じ内容
の仕様書が提出された。これは、被告を通じて甲第６号証の図面を取得したタイコ
日本が、同図面に記載されたのと同様の製品をトヨタ自動車に対して提案したこと
によると考えられる。
        (ウ)　原告製SQUIBコネクタの具体的な入札価格は、平成１３年５月の時点
では確定していなかったため、原告は被告に対して具体的な入札価格を知らせてい
ない。しかし、原告は、被告に対し、開発経緯や開発に要した費用、使用する部品
や納品ルートを知らせ、試作品や図面も示しているから、これらの情報を総合的に
考慮すれば、被告が原告の入札価格を推測することは容易であったはずである。
      ウ　被告の出張前後の状況
        (ア)　被告は、日本への出張から帰った日の翌日である平成１３年５月２
５日に、タイコオーストラリアの副社長（Vice President of Global Industrial 
and Commercial）であるＸと会い、正式な書面が交付されることを条件にタイコオ
ーストラリアへの転職を決意したとする。しかし、転職という非常に重要な事項を
わずか一日で決意したということは常識的には到底信用できない。
        (イ)　被告がタイコオーストラリアから給与等の条件を含めた申入れを受
けたのが平成１３年５月２９日であるから、被告が原告から営業秘密を取得した同
月２０日から２４日より前に被告のタイコオーストラリアへの転職がある程度決ま
っていたことは明らかである。被告も、被告が原告から営業秘密を取得する前にタ
イコオーストラリアから転職の申入れを受け、面談する日程まで決まっていたこと
を認めている。原告の営業秘密を取得した５日後に退職して競合会社に転職してい
るにもかかわらず、その取得した営業秘密を全く利用しなかったということは、到
底信用することができない。
        (ウ)　タイコオーストラリアは、被告の前任者であるＹを平成１３年５月
２３日に取締役社長から解任しているが、タイコオーストラリアのような大規模な
グループの会社が、後任が決まる前に社長を解任するはずがなく、遅くとも同日時
点で、被告がタイコオーストラリアに転職することは確定していたと考えられる。
        (エ)　被告を電話によって勧誘したＺは、タイコグループのコネクタ部門
の世界最高責任者であり、同人が被告に電話をかけたときに被告の勧誘に成功し、
それに基づいてＺが被告の前任者の解任を指示したと考えるのが自然である。
        (オ)　被告は、原告に対し、平成１３年４月２日に最初の出張の申請を提
出し、当初の予定は同年５月７日から同月１０日までであったが、同年４月１１
日、飛行機の予約ができなかったという理由で、出張の予定を同年５月２０日から
同月２５日までに延期し、出張について詳細に協議したが、本当に飛行機の予約が
できないために出張の予定を延期したのか疑問が残る。
        (カ)　被告の日本への出張は、JAUのマネージング・ディレクターであった
Ｐの指示や原告の要求ではなく、被告からの強い希望で実現した。被告は、平成１
３年５月１６日、原告に対し、現在の商品群の理解と共に新製品の設計を理解する
ことが出張の主要な目的であると連絡した。JAUは、オーストラリアにおける原告の
製品の販売会社であり、開発などは手がけていないのであるから、新製品の設計な
どを知る必要はないはずであるにもかかわらず、新製品の設計の理解を出張の目的
に掲げ、そのような情報の提示を求めたのは、競合会社であるタイコオーストラリ
アへの転職が決まっており、そのような情報を転職先であるタイコオーストラリア
へ開示するためであったと考えられる。
        (キ)　原告の海外の子会社の現地責任者が日本に出張する場合、その主な
目的は、現地での販売状況等を日本に報告することであり、被告の出張におけるほ
ど様々な技術情報を取得していくことはない。別紙１記載の予定は、被告が作成し



たものであり、しかも、被告は、サンプルまで欲しいと言って、原告の販売前の製
品まで持ち帰った。このような被告の態度からすれば、転職前に原告の情報を出来
る限り集めようとしていたことがうかがわれる。
      エ　営業秘密の不正取得
          上記アないしウ記載の事情に照らせば、被告は、タイコオーストラリア
に転職することが決まっており、又は最終的に決まっていなくとも転職の可能性が
あったにもかかわらず、これを秘匿して日本に出張し、原告から本件説明情報を不
正に取得して、タイコオーストラリアに開示したと考えられ、また、原告から在職
中に示された営業秘密を不正の利益を得る目的若しくは原告に損害を加える目的で
タイコオーストラリアに開示したと考えられる。そして、タイコ日本は、タイコオ
ーストラリアから本件説明情報を入手し、そのうち本件コネクタ情報中の構造に関
する情報を用いて乙８コネクタを製作し、本件コネクタ情報中の価格に関する情報
を用いて安い価格でトヨタ自動車のSQUIBコネクタの入札に参加し、落札したものと
考えられる。
    (4)　転職の秘匿による不法行為
        被告は、日本へ出張する前に、タイコオーストラリアへ転職することが決
まっており、又は転職が最終的に決まっていなくても転職の可能性があり、しかも
日本への出張は急を要するものでなかったのであるから、被告は、原告に対し、出
張を中止するか少なくとも延期する信義則上の義務を負っていた。それにもかかわ
らず、被告は、出張を中止し又は延期することなく、原告の費用をもって出張した
ものであり、これは不法行為を構成する。
    (5)　損害
      ア　被告が原告の営業秘密である本件コネクタ情報を不正に取得してタイコ
オーストラリアに開示し、又は原告から在職中に示された営業秘密を不正の利益を
得る目的若しくは原告に損害を加える目的でタイコオーストラリアに開示したこと
により、タイコ日本が本件コネクタ情報を利用してトヨタ自動車のサイドエアバッ
グ用コネクタを落札し、原告は、トヨタ自動車に対してサイドエアバッグ用コネク
タを納入することができなくなり、また、原告製SQM/SQHコネクタの価格をタイコ日
本製コネクタの価格と同水準まで下げなければならなくなった。これによる損害
は、価格の見直しによるものだけでも年間５億円ほどになる。
          原告は、被告が、原告の営業秘密である本件コネクタ情報及びその他の
本件説明情報を不正に取得して開示し、又は在職中に示された本件説明情報を不正
に開示したことにより、更に多額の損害を被った。原告は、被告に対し、本件にお
いて、その損害の一部である５００万円を請求する。
      イ　原告は、被告が転職すること又は転職する可能性のあることを知ってい
たならば、被告の出張を許可しなかったであろうから、被告のために原告が支出し
た出張費用は、転職の秘匿による不法行為（前記(4)）と相当因果関係のある損害で
ある。原告は、被告の日本への出張のために別紙２のとおり合計２０万９８６９円
の出張費用を支出したから、被告の転職の秘匿による不法行為（前記(4)）により２
０万９８６９円の損害を被った。
  ２　原告の主張に対する認否及び被告の主張
  　(1)ア　原告の主張(1)（営業秘密）ア（情報）のうち、原告が被告に説明した
情報の中に原告製SQUIBコネクタに関する情報があったことは認め、本件説明情報及
び本件コネクタ情報が原告の営業秘密であることは否認し、その余の事実は不知で
あり、主張は争う。
      イ　原告の主張(1)イ（秘密管理性）のうち、本件コネクタ情報が秘密として
管理されていたこと、本件コネクタ情報が秘密情報であることを被告が容易に理解
し得たはずであるということは否認し、その余の事実は不知であり、主張は争う。
          被告は、原告から原告製SQUIBコネクタに関する情報を示されたが、何ら
守秘義務を課せられておらず、また、営業秘密であることを知らされていなかっ
た。原告は、関連会社の取締役とはいえ、原告の外部の者である被告に対して何ら
秘密を保持する措置を講じることなく本件コネクタ情報を示しているから、その情
報が秘密として管理されていたとはいえない。本件コネクタ情報は公知であったか
ら、被告がそれを秘密であると認識し得るはずはない。
      ウ　原告の主張(1)ウ（有用性）の事実は否認し、主張は争う。
      エ　原告の主張(1)エ（非公知性）の事実は否認し、主張は争う。
          後記(3)イ(イ)記載のとおり、原告が被告に示した本件コネクタ情報等の
情報は公知のものであった。



    (2)ア　原告の主張(2)（情報の取得）アのうち、被告が原告から原告製SQUIBコ
ネクタに関する情報を示されたことは認め、原告が平成１３年５月ころ、サイドエ
アバッグモジュールメーカーと原告製SQUIBコネクタの共同開発を進めていたことは
不知であり、その余の事実は否認し、主張は争う。
      イ　原告の主張(2)イのうち、被告がオーストラリアでの業績を上げるために
必要であると言って積極的に様々な質問をし情報を入手したことは否認し、その余
の事実は不知であり、主張は争う。
    (3)ア(ア)　原告の主張(3)（不正取得若しくは不正開示を裏付ける事実）ア
（コネクタの構造の類似性）(ア)ないし(ウ)のうち、FCIがトヨタ自動車に従前から
納入していたコネクタが、小型化するために端子と電線の結合部分をフェライトの
穴の中に収めるという技術を採用していたこと、タイコ日本製のコネクタが、端子
と電線の結合部分をフェライトの穴の中に収めるという技術を採用するとともに、
半嵌合検知・防止機能を備えていたことは認め、その余の事実は否認し、主張は争
う。
        (イ)ａ　原告製SQSコネクタは、原告製SQUIBコネクタと同じ構造の半嵌合
検知・防止機能を備えていたところ、原告製SQSコネクタの取扱説明書（乙第６号
証）には、制定日として「２０００年（平成１２年）８月２９日」と記載されてお
り、取扱説明書は、顧客に対して製品を販売する際に交付されるものであるから、
原告製SQSコネクタは、平成１２年８月には製品として製造販売され、公知となって
いたはずである。同取扱説明書の改正履歴表からしても、原告製SQSコネクタについ
て、半嵌合検知・防止機能又はハウジングの内側の隙間にロッキングボタンが入り
込む構造に関する改正は、同取扱説明書の制定後行われていないから、このような
機能又は構造が同取扱説明書の制定後付加されたということはなく、制定時から備
えられていたはずである。
              したがって、原告製SQUIBコネクタと同じ構造の半嵌合検知・防止機
能は、平成１２年８月当時には公知であった。
          ｂ　タイコ日本は、平成１２年１０月に、乙９コネクタを製造販売して
いた。乙９コネクタは、コネクタとガス・ジェネレータが半嵌合の状態では、ロッ
キングボタンがハウジングから浮き上がった仮係止位置にあることにより半嵌合を
検知することができるようになっており、コネクタとガス・ジェネレータが嵌合す
ると、ロッキングボタンは、ロッキングボタンの上面とハウジングの上面が同一面
になる本係止位置まで押し込まれて固定され、半嵌合が生じないようになるという
半嵌合検知・防止機能を備えていた。
          ｃ　このように、半嵌合検知・防止機能を備えるコネクタは、平成１３
年５月当時、既に公知であり、半嵌合検知・防止機能に関する情報は営業秘密では
なかった。
        (ウ)　ティーアールダブリュー・インコーポレーテッドが平成５年１０月
１２日出願し（特願平５－２５４３５０号）、平成６年７月２６日出願公開された
特許（発明の名称　電機接続装置）に係る特開平６－２０８８６５号公報（乙第１
２号証。以下「乙１２公報」という。）に記載されたコネクタは、係止クリップ７
０（ロッキングボタンに相当する。）が基部７４と該基部７４から突出する一対の
可撓性脚部７６とを具備し、該脚部７６は、本体５５（ハウジングに相当する。）
に形成された開口部７８内に伸長し、掛止め脚部６２とプラグ伸長部５６の中央部
分との間に入り得るような寸法及び形状となっており、原告製SQUIBコネクタと同様
に、コネクタのハウジングの内側の隙間にロッキングボタンが入り込む構造を有す
る。そして、係止クリップ７０の脚部７６が所定位置、すなわちハウジングの内側
の隙間（開口部７８）に入り込んだ状態にあるとき、ハウジングの脚部６２の撓み
が阻止され、拘束部６４（ハウジングの突起部分に相当する。）を溝２４（ガス・
ジェネレータの溝に相当する。）から非係合状態にすることができなくなるため、
プラグ１２（コネクタに相当する。）は、ジャック１０（ガス・ジェネレータに相
当する。）と機械的に相互に係止され、接続が誤って外れるおそれは少なくなる
（半嵌合防止機能）。また、この相互に係止した位置にあるとき、係止クリップ７
０は、乙１２公報の図２に示されるように配置され、構成要素が互いに適正に係止
されたことが視覚的に認識可能となる（半嵌合検知機能）。
            このように乙１２公報に記載されたコネクタは、コネクタのハウジン
グの内側の隙間にロッキングボタンが入り込む構造を有し、半嵌合検知・防止機能
を備えていたから、これらの構造と機能は、平成１３年５月の時点で公知であり、
営業秘密となり得ないことは明らかである。



        (エ)ａ　乙８コネクタは、ガス・ジェネレータと半嵌合の場合、ロッキン
グボタン中央上部の突起①（以下、乙８コネクタの部位は、別紙３「乙８コネク
タ」記載の番号により示す。別紙３の図Ａ－Ⅰ、Ⅱ）がハウジング中央の突起⑤
（別紙３の図Ａ－Ⅱ）に干渉するため、ロッキングボタンを仮係止位置までしか押
し下げることができず、ロッキングボタンがハウジングから浮き上がった状態とな
り、半嵌合であることを検知することができる（半嵌合検知機能）。
              コネクタを半嵌合の状態から更にガス・ジェネレータに押し込む
と、ガス・ジェネレータの中央の突起⑥（別紙３の図Ａ－Ⅱ、Ⅲ）によってロッキ
ングボタン中央下部の突起②（別紙３の図Ａ－Ⅰ、Ⅱ）が押されてロッキングボタ
ンの中央が左右に押し広げられ、ロッキングボタン中央上部の突起①とハウジング
中央の突起⑤の干渉が解除され、ロッキングボタンを、ロッキングボタンの上面が
ハウジングの上面と同一面となる本係止位置まで押し込むことができるようにな
る。
              ロッキングボタンが本係止位置まで押し込まれると、ロッキングボ
タンの下方の左右の部分③（別紙３の図Ａ－Ⅰ、Ⅳ）が、別紙３の図Ａ－Ⅳに示さ
れるようにハウジング本体のハウジング中央部⑦とハウジングの脚部⑧との間の隙
間に入り込み、別紙３の図Ａ－Ⅴに示されるようにハウジングの脚部⑧が左右それ
ぞれ２方向ずつに変位してガス・ジェネレータの溝に嵌り、また、別紙３の図Ａ－
Ⅳに示されるようにロッキングボタンの左右の内側の突起④（別紙３の図Ａ－Ⅰ、
Ⅳ）がハウジング本体の中央部の左右に引掛かり、ロッキングボタンが浮き上がる
のが防止され、ハウジングとガス・ジェネレータとの嵌合状態が維持される（半嵌
合防止機能）。
          ｂ　原告製SQUIBコネクタは、半嵌合の場合、ロッキングボタンの下方先
端部の突起⑪（以下、原告製SQUIBコネクタの部位は、別紙４「原告製SQUIBコネク
タ」記載の番号により示す。別紙４の図Ｂ－Ⅰ、Ⅱ）がハウジングの突起⑫（別紙
４の図Ｂ－Ⅰ）に干渉するため、ロッキングボタンは本係止位置まで押し込むこと
ができず、仮係止位置でハウジングから浮き上がった状態となり、半嵌合であるこ
とを検知することができる（半嵌合検知機能）。
              コネクタを半嵌合の状態から更にガス・ジェネレータに押し込む
と、ロッキングボタンの下方の突起⑬（別紙４の図Ｂ－Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ）がガス・
ジェネレータのホルダーの金属部分の傾斜面⑭（別紙４の図Ｂ－Ⅲ、Ⅳ）に接触し
て内側に押し込まれ、ロッキングボタンの下方先端部の突起⑪とハウジングの突起
⑫の干渉が解除され、ロッキングボタンを、ロッキングボタンの上面がハウジング
の上面と同一面となる本係止位置まで押し込むことができるようになる。
              ロッキングボタンが本係止位置に押し込まれると、ハウジングの脚
部の突起⑮（別紙４の図Ｂ－Ⅲ、Ⅴ）が左右それぞれ単一方向に変位してガス・ジ
ェネレータの溝⑯（別紙４の図Ｂ－Ⅵ）に嵌り、また、ロッキングボタンの下方の
突起⑬がガス・ジェネレータの溝⑯に嵌り、ロッキングボタンが浮き上がるのが防
止され、ハウジングとガス・ジェネレータとの嵌合状態が維持される（半嵌合防止
機能）。
          ｃ　乙８コネクタは、ロッキングボタンの中央に中央上部の突起①と中
央下部の突起②があるが、ハウジング本体のハウジング中央部⑦とハウジングの脚
部⑧との間の隙間に入り込むロッキングボタンの下方の左右の部分③には、突起は
なく、この部分はハウジングの内側に入り込んでハウジングを左右それぞれ２方向
に変位させる役割を果たす。そして、ロッキングボタンの左右の内側の突起④がハ
ウジング本体の中央部の左右に引掛かり、ロッキングボタンが浮き上がるのが防止
される。
              これに対し、原告製SQUIBコネクタでは、ロッキングボタンに下方先
端部の突起⑪と下方の突起⑬があり、ロッキングボタンがハウジングの内側に入り
込んでハウジングを変位させるが、ハウジングが左右それぞれ１方向に変位するの
みである。また、ロッキングボタンそのものがガス・ジェネレータの溝に嵌り込ん
でその浮き上がり防止しており、乙８コネクタとは構造が全く異なる。
              乙８コネクタは、ロッキングボタンの脚部とハウジングの脚部が接
する面が平面であり、ハウジングの脚部は左右それぞれ１方向ずつではなく左右そ
れぞれ２方向ずつに角度を付けて押し広げられ、ガス・ジェネレータとの嵌合を維
持する力が強化されているのに対し、原告製SQUIBコネクタは、ハウジングの脚部は
左右それぞれ１方向ずつに押し広げられるだけであるから、この点でも、乙８コネ
クタと原告製SQUIBコネクタの構造は異なる。



          ｄ　このように、乙８コネクタと原告製造SQUIBコネクタの半嵌合検知・
防止機能の構造は全く異なるから、タイコ日本が被告の取得した原告の技術情報を
用いて乙８コネクタを開発したということはあり得ない。
      イ(ア)　原告の主張(3)イ（トヨタ自動車の入札）(ア)ないし(ウ)のうち、ト
ヨタ自動車のサイドエアバッグ用コネクタの入札においてタイコ日本が落札したこ
とは認め、その余の事実は否認し、主張は争う。
        (イ)　SQUIBコネクタは、自動車が衝突した際、その衝突を感知したセンサ
ーが発する信号をエアバッグに伝達してエアバッグを作動させるためのコネクタで
あり、ヨーロッパでは１９８０年代から開発、製品化がされており、タイコ日本は
我が国でも平成８年からSQUIBコネクタを製造販売している。乙８コネクタは、平成
８年当時に製造されていたSQUIBコネクタと比較して、機能、構造に基本的な変更は
ない。原告が被告に示した本件コネクタ情報は、開発中の原告製SQUIBコネクタに関
する情報といっても、既存のSQUIBコネクタに関する情報と変わりはなく、非公知の
情報ではなかった。
            原告製SQUIBコネクタも乙８コネクタも、既に製品化されている
SQUIBコネクタを元に、トヨタ自動車が要求する仕様に従って開発されたものである
から、両者が類似するのは当然であり、類似していることをもって、被告がタイコ
に本件コネクタ情報を開示したことの根拠とすることはできない。
        (ウ)　タイコ日本は、平成１３年５月ころ、トヨタ自動車の第１開発セン
ター第１ボデー設計部から、平成１５年に発売する自動車に装備するサイドエアバ
ッグのために従来よりも小型のSQUIBコネクタが必要になったという情報を入手し、
乙８コネクタの開発を始めたものであるが、乙８コネクタには、特に新規の技術等
は用いられていなかった。また、平成１３年１２月３日に行われたトヨタ自動車の
SQUIBコネクタの入札のプレゼンテーションの際には、完成品や試作品を提示するこ
とまでは要求されていなかったから、タイコ日本は、それまでにプレゼンテーショ
ンに必要な限度で乙８コネクタの開発を行うことが十分に可能であった。全く新規
の製品を開発する場合は、需要を発掘してから最終的に量産、納入するまでに２年
間ほど要するが、これは、乙８コネクタのように既に製品化されているものの仕様
を納入先の要求に応じて変更するだけの場合には、当てはまらない。乙８コネクタ
は、入札後に金型作成、初期評価、耐久評価、金型調整等を行い、平成１５年２月
ころから量産を開始する予定であり、開発の開始から入札までの期間に製品開発が
完了して量産できる状態になっていたのではないから、開発開始から入札までの期
間が短いことをもって、被告が原告から取得した本件コネクタ情報をタイコに開示
したことの根拠とすることはできない。
        (エ)　タイコ日本は、乙８コネクタの価格について、材料費、開発費、製
造に要する時間、採算性、及びトヨタ自動車から目標価格として１個当たり２０円
と提示されたことを考慮し、タイコ日本がトヨタ自動車に納入している運転席・助
手席用エアバッグのコネクタの価格２５円の７割程度の価格を提示すれば、SQUIBコ
ネクタの入札において原告及びFCIより有利な条件になると推測し、乙８コネクタの
１個当たりの価格を１７．５円と決定した。トヨタ自動車がSQUIBコネクタの入札を
行うことが決まったのは平成１３年８月ころであり、被告が原告から情報を示され
たとされる同年５月の時点では、原告製SQUIBコネクタの入札価格が決まっていたと
は考えられず、被告が原告製SQUIBコネクタの具体的な入札価格の情報を入手するこ
とは不可能であった。被告が原告から取得したのは、コネクタの価格に関するごく
一般的、抽象的な情報のみである。
      ウ(ア)　原告の主張(3)ウ（被告の出張前後の状況）(ア)ないし(キ)のうち、
被告が、日本への出張から帰った日の翌日である平成１３年５月２５日に、タイコ
オーストラリアの副社長（Vice President of Global Industrial and 
Commercial）であるＸと会ったこと、被告が同月２９日、タイコオーストラリアか
ら給与等の条件を含めた申入れを受けたこと、被告がＺから電話によって勧誘を受
けたことは認め、その余の事実は否認し、主張は争う。
        (イ)　被告は、平成１３年１月にJAUのマネージング・ディレクターに就任
するに当たり、JAUのマネージング・ディレクターであったＰから、少なくとも年に
１、２回、特に原告の営業年度（４月１日から翌年の３月３１日まで）の終了後直
ちに、原告代表者であるＱを訪問し、JAUの営業成績につき報告するよう指示を受け
た。また、被告は、Ｐから、①月次報告書の作成手続、②稟議書の作成、③Ｑへの
対応の仕方、④原告のイントラネットソフトウェアの取扱方法、⑤問題が生じた場
合の全世界の原告グループの連絡先等が記載された指示書を受領し、その指示書に



は、年に２回はＱを訪問するようにとの指示が記載されていた。平成１３年１月８
日付けのＰから被告に対する電子メールには、同月５日のＰとＱとのミーティング
の際、ＰがＱに対し、Ｐが被告に日本への出張を提案した旨報告したことが記載さ
れている。
            JAUにおいては、役員又は従業員が海外出張をする場合には、稟議書を
原告に送付し、Ｑ又は原告の会長であるＲの承認を受けなければならないこととさ
れており、被告は、平成１３年３月ないし４月初旬ころに、日本への出張の承認を
求める稟議書を原告に送付し、西本の承認を受けた。被告は、当初、平成１３年４
月２９日から同年５月４日まで日本に出張することを計画していたが、飛行機の予
約を取ることができなかったため、やむを得ず同年５月２０日から２５日に出張を
延期した。
            このように、被告の日本への出張は、平成１３年１月から提案されて
おり、遅くとも同年３月ないし４月初旬ころには具体的に計画されていた。
        (ウ)　被告は、平成１３年５月１７日の午前１１時ころ、JAUのメルボルン
事務所において、タイコのＺから電話を受け、約１５分ないし２０分程度、タイコ
オーストラリアの会社の概要や今後空きが生じる役職について説明を受けた。この
電話が、被告に対するタイコオーストラリアへの転職の最初の勧誘であった。同日
午後８時ころ、Ｚから再び電話があり、その際、被告は、タイコオーストラリアに
転職した場合に上司となる副社長のＸと、タイコオーストラリアの会社の概要等に
ついて話した。被告は、この電話において、Ｘと平成１３年５月２５日に会う約束
をしたが、この電話の時点では、報酬等の条件の提示はなく、未だタイコオースト
ラリアへの転職を決意していなかった。このような転職の勧誘の電話は、オースト
ラリアでは珍しいことではなく、被告はJAUに在職中、JAUの取引先２社から転職の
勧誘を受けた。
            被告は、日本への出張を終えてオーストラリアへ帰国した後の平成１
３年５月２５日の午前１１時ころ、シドニーのコーヒーショップでＸと会い、被告
のために用意されている役職の詳細、職務内容、報酬等について協議した。被告
は、正式な書面による確認書が交付されることを条件に、タイコオーストラリアへ
の転職を決意した。
            他方、被告は、オーストラリアへの帰国後、JAUのメルボルン事務所で
会議を開き、日本への出張の内容をJAUのフィールド・セールス・チームに報告し、
出張中に被告が書き取ったメモや、被告が原告から取得した製品のサンプルをすべ
てJAUの担当者に渡した。
            被告がJAUのマネージング・ディレクターに就任した時の報酬は年額７
万６３６７オーストラリアドルであったが、同じくマネージング・ディレクターで
あったＰの報酬は年額９万２０００オーストラリアドル、被告の部下でありジェネ
ラル・マネージャーであったバリー・プレデューの報酬は年額８万６６０８オース
トラリアドル、前セールス・ディレクターであった者の退職時の報酬は年額１１万
オーストラリアドルであった。被告は、JAUのマネージング・ディレクターの職責に
鑑みて、その適正な報酬は年額１０万オーストラリアドル程度であると考えてお
り、また、他のJAUの役員と比較しても被告の報酬は低額であったことから、報酬額
に不満を抱いており、Ｑに増額を打診したが、平成１３年４月以降、年額７万８６
５８オーストラリアドルになったのみであった。これに対し、タイコオーストラリ
アの報酬は年額２４万オーストラリアドルであり、更に実績に応じたボーナス、５
０００株のストックオプションの付与があり、報酬等の条件がJAUよりもよく、被告
にとって満足できるものであった。そこで、被告は、平成１３年５月１７日に最初
の転職の勧誘を受け、その後１度タイコオーストラリアの役員に会ったのみで、短
期間に転職を決意した。
        (エ)　被告は、日本へ出張する前は、転職するかどうか全く未定であっ
た。そして、JAUのマネージング・ディレクターであったＰから日本へ出張するよう
に指示を受けていたこと、日本への出張は平成１３年１月に提案され、同年３月な
いし４月初旬ころに具体的に計画されていたことから、出張を行ったのであり、こ
れは、JAUのマネージング・ディレクターであった被告としては当然の行為である。
被告は、JAUのマネージング・ディレクターの職務遂行の一環として原告から情報を
取得したのであり、被告による情報の取得は不正にされたものではない。
      エ　原告の主張(3)エ（営業秘密の不正取得）の事実は否認し、主張は争う。
          被告は、日本への出張中に原告から取得した情報をタイコオーストラリ
アで利用するようなことはしていない。



    (4)　原告の主張(4)（転職の秘匿による不法行為）の事実は否認し、主張は争
う。
        転職の勧誘はオーストラリアでは珍しいことではなく、日常的に行われて
いる。被告は、日本への出張の前に、タイコオーストラリアから転職に興味がある
かを確認するための電話を受けたのみで、確定的な採用の申出を受けていたわけで
はなく、また、報酬等の条件の提示も受けていなかった。転職を検討していること
を勤務先に報告する場合、勤務先との関係が悪化する可能性があるため、転職する
ことがある程度決まってから報告するのが通常であるが、被告は、日本へ出張した
時点では、転職を考え始めたばかりで、転職するかどうかは全く未定であり、JAUや
原告に報告する段階には到底至っていなかった。このような事情からすると、単に
被告がタイコオーストラリアのＸと面談することが決まっていたからといって、そ
れにより、転職の可能性があることをJAU又は原告に報告しなかったことにつき違法
性があるということはできない。
    (5)ア　原告の主張(5)（損害）アの事実は否認し、主張は争う。
          被告は原告から営業秘密を不正に取得していないし、原告から取得した
情報をタイコに開示していないから、原告がトヨタ自動車に原告製SQUIBコネクタを
納入することができなくなり、また、原告製SQM/SQHコネクタの価格下げなければな
らなくなったとしても、それは、競合他社であるタイコ日本との競争により生じた
結果であり、被告による不正競争又は不法行為による損害ではない。原告の主張に
係る年間５億円の損害の算定根拠も明らかではない。
      イ　被告の日本への出張は、原告の営業秘密を不正取得するために行われた
ものではなく、JAUのマネージング・ディレクターとしての職責を果たすために行わ
れたものであるから、出張費用を損害ということはできない。また、被告の出張費
用は原告ではなくJAUが負担しているから、原告が被告に対して出張費用を請求する
ことは不当である。
    (6)　以上のとおり、被告は日本に出張して原告製SQUIBコネクタに関する情報
を取得したが、それは営業秘密に該当するものではなく、また、被告はその取得し
た情報をタイコ日本に対して開示しておらず、被告による情報所得により原告に損
害を生じることもあり得ない。したがって、本件において、被告が我が国において
した行為により原告の法益について損害が生じたということはできず、我が国の裁
判所に管轄権は認められない。
第４　当裁判所の判断
  １　我が国に住所等を有しない被告に対し提起された不法行為に基づく損害賠償
請求訴訟及び不正競争防止法に基づく損害賠償請求訴訟につき、民事訴訟法の不法
行為地の裁判籍の規定（民事訴訟法５条９号）に依拠して我が国の裁判所の国際裁
判管轄を肯定するためには、原則として、被告が我が国においてした行為により原
告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りると解する
のが相当である。けだし、この事実関係が存在するなら、通常、被告を本案につき
応訴させることに合理的な理由があり、国際社会における裁判機能の分配の観点か
らみても、我が国の裁判権の行使を正当とするに十分な法的関連があるということ
ができるからである（最高裁判所平成１３年６月８日第二小法廷判決・民集５５巻
４号７２７頁参照）。
    　本件は、①被告が原告の競合会社であるタイコオーストラリアに転職予定で
あることを秘匿して、原告を欺罔し、原告の営業秘密を不正に取得してこれをタイ
コオーストラリアに開示し、同情報がタイコオーストラリアの関連会社であるタイ
コ日本によって利用されたことにより、原告が営業上の損害を被ったこと、及び②
被告が転職を秘匿して日本に出張し、原告に費用を出捐させたことが不法行為を構
成することを理由として、不正競争防止法４条及び不法行為による損害賠償請求を
している。国際裁判管轄について先に判示したところを本件についてみると、本件
において、我が国の裁判所の国際裁判管轄が肯定されるためには、上記①に関して
は、少なくとも、被告が原告の保有する技術上又は営業上の情報で公然と知られて
いないものを取得し、これが利用されたことにより営業上の損害を生じたという客
観的事実関係が証明されることが必要であるというべきである。また、上記②に関
しては、①についての国際裁判管轄が認められる場合に併合請求としての国際裁判
管轄が認められることは別論として、日本法人の外国子会社の役員が、転職の可能
性がありながら親会社の費用で我が国に出張したという事実があっても、それだけ
では、通常不法行為を構成するものとはいえないから、そのような客観的事実が立
証されるだけでは、国際裁判管轄を肯定するには足りず、少なくとも、出張時に転



職が決まっていたか、又は転職の可能性にとどまっていたとしても、出張を中止な
いし延期すべき信義則上の義務を肯定するに足りる客観的事情が存在したことが証
明される必要があると解するのが相当である。
    　以下、この観点から検討する。
  ２　原告の主張(3)（不正取得若しくは不正開示を裏付ける事実）ア（コネクタの
構造の類似性）について検討する。
    (1)　原告の主張(3)ア(ア)ないし(ウ)のうち、FCIがトヨタ自動車に従前から納
入していたコネクタが、小型化するために端子と電線の結合部分をフェライトの穴
の中に収めるという技術を採用していたこと、タイコ日本製のコネクタが、端子と
電線の結合部分をフェライトの穴の中に収めるという技術を採用するとともに、半
嵌合検知・防止機能を備えていたことは、当事者間に争いがない。
    (2)　上記当事者間に争いのない事実と甲第６ないし第１６号証（後記５記載の
採用することができない部分を除く。）、第１９号証、乙第５ないし第１４号証及
び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。
      ア　半嵌合検知・防止機能の意義
          エアバッグ用のコネクタは、ガス・ジェネレータに嵌合し、コネクタに
設けられた凹凸等とガス・ジェネレータに設けられた凹凸等が噛み合ってロックす
るとともに、コネクタに付属する金属製の雌端子がガス・ジェネレータに付属する
金属製の雄端子と結合する。半嵌合とは、コネクタに付属する雌端子部分とガス・
ジェネレータに付属する雄端子部分が接触しているにもかかわらず、コネクタに設
けられた凹凸等とガス・ジェネレータに設けられた凹凸等が完全に噛み合わず、ロ
ックが掛かっていない状態のことであり、半嵌合の状態では自動車が衝突しても電
気信号が通じずエアバッグが開かない場合があるので、このような状態を検知し、
防止することが必要である。
      イ　乙９コネクタ（タイコ日本製スリムコネクタ）
          タイコ日本は、平成１２年１０月から乙９コネクタを製造販売してい
た。乙９コネクタは、半嵌合検知・防止機能を備えていたが、嵌合の状態において
は、ロッキングボタンが下がったとき、ハウジング本体にあるテーパーの壁にロッ
キングボタンが当たり、ロッキングボタンの脚部が撓んで開き、その脚部の先端の
突起がガス・ジェネレータの溝に嵌ってロックする構造であり、ロッキングボタン
がハウジングの内側の隙間に入り込んで嵌合状態を維持するという乙８コネクタの
構造を備えていなかった。
      ウ　乙８コネクタ（タイコ日本製コンパクトコネクタ）と原告製SQUIBコネク
タの共通点
        (ア)　結合部分の小型化
            乙８コネクタと原告製SQUIBコネクタは、いずれも、小型化するために
端子と電線の結合部分をフェライトの穴の中に収めるという技術を採用していた。
        (イ)　ロッキングボタンの挿入
            乙８コネクタと原告製SQUIBコネクタは、いずれも、コネクタをロッキ
ングボタンとハウジングにより構成し、半嵌合の状態ではロッキングボタンがハウ
ジングから浮き上がることにより半嵌合であることを検知することができるように
し（半嵌合検知）、いったん完全に嵌合すれば、ロッキングボタン上面がハウジン
グ上面と同一面になるまで押し込まれ、ロッキングボタンがハウジングから浮き上
がることはなく、コネクタとガス・ジェネレータが半嵌合の状態に戻ることはない
ようにする（半嵌合防止）という半嵌合検知・防止機能を備えていた。そして、半
嵌合検知・防止機能を備えるために、ハウジングの内側の隙間にロッキングボタン
が入り込む構造が採られていた（この点で乙９コネクタと構造が異なる。）。
      エ　乙８コネクタと原告製SQUIBコネクタの相違点
        (ア)　乙８コネクタについて、半嵌合検知・防止機能、及びそれを実現す
るためのロッキングボタン、ハウジングの構造は、次のとおりである。
          ａ　半嵌合を生ずる構造
              乙８コネクタは、ガス・ジェネレータと半嵌合の場合、ロッキング
ボタン中央上部の突起①がハウジング中央の突起⑤に干渉するため、ロッキングボ
タンを仮係止位置までしか押し下げることができず、ロッキングボタンがハウジン
グから浮き上がった状態となり、半嵌合であることを検知することができる（半嵌
合検知機能）。
          ｂ　半嵌合を解除する構造
              コネクタを半嵌合の状態から更にガス・ジェネレータに押し込む



と、ガス・ジェネレータの中央の突起⑥によってロッキングボタン中央下部の突起
②が押されてロッキングボタンの中央が左右に押し広げられ、ロッキングボタン中
央上部の突起①とハウジング中央の突起⑤の干渉が解除され、ロッキングボタン
を、ロッキングボタンの上面がハウジングの上面と同一面となる本係止位置まで押
し込むことができるようになる。
          ｃ　半嵌合防止を実現する構造
              ロッキングボタンが本係止位置まで押し込まれると、ロッキングボ
タンの下方の左右の部分③が、別紙３の図Ａ－Ⅳに示されるようにハウジング本体
のハウジング中央部⑦とハウジングの脚部⑧との間の隙間に入り込み、別紙３図の
Ａ－Ⅴに示されるようにハウジングの脚部⑧が左右それぞれ２方向ずつに変位して
ガス・ジェネレータの溝に嵌り、また、別紙３の図Ａ－Ⅳに示されるようにロッキ
ングボタンの左右の内側の突起④がハウジング本体の中央部の左右に引掛かり、ロ
ッキングボタンが浮き上がるのが防止され、ハウジングとガス・ジェネレータとの
嵌合状態が維持される（半嵌合防止機能）。
          ｄ　ロッキングボタンの構造
              ロッキングボタンの中央に中央上部の突起①と中央下部の突起②が
あるが、ハウジング本体のハウジング中央部⑦とハウジングの脚部⑧との間の隙間
に入り込むロッキングボタンの下方の左右の部分③には、突起はなく、この部分は
ハウジングの内側に入り込んでハウジングの脚部⑧を左右それぞれ２方向に変位さ
せる役割を果たす。そして、ロッキングボタンの左右の内側の突起④がハウジング
本体の中央部の左右に引掛かり、ロッキングボタンが浮き上がるのを防止する。
              ロッキングボタンの脚部とハウジングの脚部が接触する部分におい
て、ロッキングボタンの脚部の接触部は左右それぞれ外側２方向に向いた平面とさ
れており、他方、ハウジングの脚部は２つに分かれ、接触部が平面とされているか
ら、ハウジングの脚部⑧は左右それぞれ２方向に角度を付けて押し広げられる。
        (イ)　原告製SQUIBコネクタについて、半嵌合検知・防止機能、及びそれを
実現するためのロッキングボタン、ハウジングの構造は、次のとおりである。
          ａ　半嵌合を生ずる構造
              原告製SQUIBコネクタは、半嵌合の場合、ロッキングボタンの下方先
端部の突起⑪がハウジングの突起⑫に干渉するため、ロッキングボタンは本係止位
置まで押し込むことができず、仮係止位置でハウジングから浮き上がった状態とな
り、半嵌合であることを検知することができる（半嵌合検知機能）。
          ｂ　半嵌合を解除する構造
              コネクタを半嵌合の状態から更にガス・ジェネレータに押し込む
と、ロッキングボタンの下方の突起⑬がガス・ジェネレータのホルダーの金属部分
の傾斜面⑭に接触して内側に押し込まれ、ロッキングボタンの下方先端部の突起⑪
とハウジングの突起⑫の干渉が解除され、ロッキングボタンを、ロッキングボタン
の上面がハウジングの上面と同一面となる本係止位置まで押し込むことができるよ
うになる。
          ｃ　半嵌合防止を実現する構造
              ロッキングボタンが本係止位置に押し込まれると、ハウジングの脚
部の突起⑮が左右それぞれ１方向に変位してガス・ジェネレータの溝⑯に嵌り、ま
た、ロッキングボタンの下方の突起⑬がガス・ジェネレータの溝⑯に嵌り、ロッキ
ングボタンが浮き上がるのが防止され、ハウジングとガス・ジェネレータとの嵌合
状態が維持される（半嵌合防止機能）。
          ｄ　ロッキングボタンの構造
              ロッキングボタンに下方先端部の突起⑪と下方の突起⑬があり、ロ
ッキングボタンは、ハウジングの内側に入り込んでハウジングを変位させるが、そ
れとともに、ロッキングボタンの下方の突起⑬がガス・ジェネレータの溝⑯に嵌
り、ロッキングボタンが浮き上がるのが防止される。
              ロッキングボタンの脚部とハウジングの脚部が接触する部分におい
て、ロッキングボタンの脚部の接触部及びハウジングの脚部の接触部はいずれも平
面とされているから、ハウジングの脚部の突起⑮は左右それぞれ１方向に押し広げ
られる。
        以上の事実が認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。
    (3)　乙８コネクタと原告製SQUIBコネクタの共通点の非公知性の有無
　　　ア　結合部分の小型化の技術について
          前記(2)ウ(ア)記載の結合部分の小型化の技術が非公知であったかについ



て検討する。
          前記(1)記載のとおり、コネクタを小型化するために端子と電線の結合部
分をフェライトの穴の中に収めるという技術は、FCIがトヨタ自動車に納入していた
コネクタに従前から採用されており、遅くとも平成１３年５月２１日の時点におい
て公知であった。
      イ　ロッキングボタンの挿入の技術について
        (ア)　前記(2)ウ(イ)記載のロッキングボタンの挿入の技術が非公知であっ
たかについて検討する。
            乙第１２号証によれば、乙１２公報（特開平６－２０８８６５号）
は、ティーアールダブリュー・インコーポレーテッドが平成５年１０月１２日出願
し（特願平５－２５４３５０号）、平成６年７月２６日出願公開された特許（発明
の名称　電気接続装置）に係り、同公報には次のとおり記載されていることが認め
られる。
            「望ましくは、本発明の一つの特徴によれば、接続構成要素１０、１
２の接続が誤って外れないように脚部６２をその掛止位置に係止する手段が設けら
れる。該実施例において、この係止手段は、固着要素、又は可撓性の接続要素７２
により第二の構成要素１２に接続された係止クリップ７０を備えている。該係止ク
リップ７０は、基部７４と、該基部７４から突出する一対の可撓性脚部７６と、を
備えている。該脚部７６は、本体５５に形成された開口部７８内に伸長し、又、掛
止め脚部６２とプラグ伸長部５６の中央部分との間に入り得るような寸法及び形状
にしてある。この関係は、図５、図１２及び図１４に最も良く示してある。これら
の図面に図示するように、係止クリップの脚部７６が所定位置にあるとき、脚部６
２の撓みが阻止され、従って、拘束部６４を溝２４から非係合状態にすることが出
来なくなる。このため、プラグ１２は、ジャック１０と機械的に相互に係止され、
接続が誤って外れる虞れは少なくなる。更に、この相互に係止した位置にあると
き、係止クリップ７０は、図１に示すように配置され、構成要素が互いに適正に係
止されたことを視覚的に認識可能に表示する。」（【００３０】。なお、この記載
中の「図１」は、「図２」の誤りと認められる。）
        (イ)　前記(2)冒頭掲記の証拠によれば、乙１２公報に記載された各部位
は、原告製SQUIBコネクタ、乙８コネクタの各部位に、次のとおり該当するものと認
められる。
            第一の接続構成要素１０はガス・ジェネレータ、第二の接続構成要素
１２はコネクタに該当する。
            脚部６２は、コネクタのハウジングのうち、ガス・ジェネレータに嵌
るハウジングの脚部に該当する。
            係止クリップ７０はロッキングボタンに該当し、基部７４は、ロッキ
ングボタンの上面で、ハウジングの上面と接触する部分に該当し、可撓性脚部７６
は、ロッキングボタンの脚部に該当する。
            本体５５は、ハウジングの本体に該当し、開口部７８は、ハウジング
の中央部と脚部の間の隙間に該当し、プラグ伸長部５６は、ハウジング中央部に該
当する。
            拘束部６４は、ハウジングの脚部の突起に該当し、溝２４は、マイク
ロ・ガス･ジェネレータの溝で、ハウジングの脚部が嵌るものに該当する。
            なお、可撓性の接続要素７２は、第二の接続構成要素１２と係止クリ
ップ７０を接続するものであるが、乙８コネクタ及び原告製SQUIBコネクタには、こ
れに該当する部分は存在しない。
        (ウ)ａ　前記(イ)の認定によれば、乙１２公報の前記(ア)記載の部分に
は、ロッキングボタンの脚部が、ハウジングの中央部と脚部の隙間に入り込むこ
と、ロッキングボタンの脚部がハウジングに完全に嵌り込んだ位置にあるとき、ハ
ウジングの脚部の撓みが阻止され、ハウジングの脚部の突起をガス・ジェネレータ
の溝から外すことができなくなり、そのため、コネクタはガス・ジェネレータと嵌
合し、接続が誤って外れるおそれが少なくなること、コネクタとガス・ジェネレー
タが嵌合した位置にあるとき、図２に示されたようにロッキングボタンの上面がハ
ウジングの上面に接し、コネクタとガス・ジェネレータが嵌合したことを視覚的に
認識し得ることが記載されているものと認められる。
          ｂ　上記ａの認定事実を、乙８コネクタと原告製SQUIBコネクタに共通す
る前記(2)ウ(イ)記載のロッキングボタンの挿入の技術と対比すると、乙１２公報に
は、コネクタのハウジングの内側の隙間にロッキングボタンが入り込んでコネクタ



とガス・ジェネレータが嵌合すること、完全に嵌合すると、ロッキングボタン上面
がハウジング上面と接するまで押し込まれ、ハウジングの脚部の突起をガス・ジェ
ネレータの溝から外すことができなくなり、半嵌合の状態に戻ることはなく、嵌合
状態が維持されること（半嵌合防止機能）が記載されているものと認められる。ま
た、乙１２公報には、半嵌合の場合にロッキングボタンを本係止位置まで押し込む
ことができず、仮係止位置でハウジングから浮き上がった状態となることは記載さ
れていないが、コネクタとガス・ジェネレータが嵌合した位置にあるとき、ロッキ
ングボタンの上面がハウジングの上面に接し、コネクタとガス・ジェネレータが嵌
合したことを視覚的に認識し得ることが記載されているから、ロッキングボタンが
ハウジングから浮き上がっていることによって半嵌合を検知し得ることを前提とし
ているものと推認され、半嵌合検知機能も、その限度で記載されているものと認め
られる。
    (4)　前記(2)イ、ウ(イ)認定のとおり、乙８コネクタは、タイコ日本が従前か
ら製造販売していた乙９コネクタと構造が異なり、ロッキングボタンがハウジング
の内側の隙間に入り込むという原告製SQUIBコネクタと同じ構造を採っていた。
        しかし、前記(2)エ認定のとおり、乙８コネクタと原告製SQUIBコネクタ
は、半嵌合を生ずる構造、半嵌合を解除する構造、半嵌合防止を実現する構造、ロ
ッキングボタンの構造が異なる。また、乙８コネクタと原告製SQUIBコネクタの共通
点のうち、結合部分の小型化の技術は、前記(3)ア認定のとおり、FCIのコネクタに
も従前から採用されており、遅くとも平成１３年５月２１日の時点において公知で
あり、ロッキングボタンの挿入の技術は、前記(3)イ(ウ)ｂ認定のとおり、乙１２公
報により、その多くの部分が平成６年７月２６日（同公報の出願公開日）の時点で
公知となっていた。
        このような事情に照らすと、乙８コネクタと原告製SQUIBコネクタの構造に
共通点が存在し、類似性があるとしても、そのことをもって、原告製SQUIBコネクタ
に関する本件コネクタ情報を用いて乙８コネクタが製作されたことの根拠とするに
は足りないものというべきである。
  ３　原告の主張(3)イ（トヨタ自動車の入札）について検討する。
    (1)　原告の主張(3)イ(ア)ないし(ウ)のうち、トヨタ自動車のサイドエアバッ
グ用コネクタの入札においてタイコ日本が落札したことは、当事者間に争いがな
い。前記第２、２(4)記載のとおり、トヨタ自動車は、SQUIBコネクタの採用を入札
コンペ方式により決定することとし、平成１３年１１月９日、要求仕様書が原告、
タイコ日本、FCIに交付され、同年１２月３日、前記３社がトヨタ自動車に対してプ
レゼンテーションを行い、同月１０日、入札の結果、タイコ日本が落札した。
    (2)　乙第５号証及び弁論の全趣旨によれば、平成１３年１２月３日のプレゼン
テーションの際には、完成品や試作品を提示することまでは要求されなかったこと
が認められ、また、前記２(3)ア認定のとおり、結合部分の小型化の技術は平成１３
年５月当時公知であり、前記２(3)イ(ウ)ｂ認定のとおり、ロッキングボタンの挿入
の技術も乙１２公報によりその多くの部分が同月までに既に公知となっていた。し
たがって、乙８コネクタに上記の公知の技術以外の技術やノウハウが用いられてお
り、また、乙第５号証に記載されたように、タイコ日本が平成１３年５月から乙８
コネクタの開発を始めたとしても、タイコ日本は、同年１２月３日のプレゼンテー
ションまでに少なくともプレゼンテーションに必要な限度で乙８コネクタの開発を
行うことは可能であったものと推認される。
    (3)　原告は、トヨタ自動車から甲第６号証の図面とほぼ同じ内容の仕様書が提
出されたのは、タイコ日本が被告を通じて甲第６号証の図面を取得し、そこに記載
されたのと同様の製品をトヨタ自動車に提案したことによると考えられる旨主張す
る。
        しかし、トヨタ自動車から提出された仕様書の内容は明らかではなく、同
仕様書と甲第６号証の図面との間でどのような点が共通していたのか明らかでな
い。また、前記２(3)ア、イ(ウ)ｂ認定のとおり、結合部分の小型化の技術、及びロ
ッキングボタンの挿入の技術の多くの部分は公知であったから、それらの点におい
て共通していたとしても、タイコ日本が被告を通じて取得した甲第６号証の図面に
基づいて同様の製品をトヨタ自動車に提案したと認めることはできない。さらに、
前記２(2)エ認定のとおり、乙８コネクタと原告製SQUIBコネクタが、半嵌合を生ず
る構造、半嵌合を解除する構造、半嵌合防止を実現する構造、ロッキングボタンの
構造において異なることからすると、タイコ日本が、甲第６号証に記載された原告
製SQUIBコネクタと同様のコネクタをトヨタ自動車に提案したとは考えられないとこ



ろである。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
    (4)　原告は、原告製SQUIBコネクタの具体的な入札価格が平成１３年５月の時
点で確定しておらず、原告は被告に対して具体的な入札価格を知らせていなかった
とした上で、原告は、被告に対し、開発経緯や開発に要した費用、使用する部品や
納品ルートを知らせ、試作品や図面も示しているから、これらの情報を総合的に考
慮すれば、被告が原告の入札価格を推測することは容易であったはずであると主張
する。
        しかし、弁論の全趣旨によれば、トヨタ自動車による入札に参加した原
告、タイコ日本、FCIは、いずれもコネクタの大手企業であることが認められ、入札
価格は近接していたことが推認される。そうすると、たとえ原告製SQUIBコネクタの
開発経緯や開発に要した費用、使用する部品や納品ルートの情報を取得し、試作品
や図面を有していたとしても、それらの情報から正確に原告の入札価格を推測し、
近接した範囲内においても原告の入札価格より低くなるように入札価格を決めるの
は困難であったと推認される。したがって、原告の上記主張は、採用することがで
きない。
    (5)　これらの事情に鑑みるならば、タイコ日本がトヨタ自動車の入札において
落札したとしても、そのことによって、被告が本件コネクタ情報をタイコに開示し
たと認めることはできないというべきである。
  ４　原告の主張(3)ウ（被告の出張前後の状況）について検討する。
    (1)　原告の主張(3)ウ(ア)ないし(キ)のうち、被告が、日本への出張から帰っ
た日の翌日である平成１３年５月２５日に、タイコオーストラリアの副社長（Vice 
President of Global Industrial and Commercial）であるＸと会ったこと、被告が
平成１３年５月２９日、タイコオーストラリアから給与等の条件を含めた申入れを
受けたこと、被告がＺから電話によって勧誘を受けたことは、当事者間に争いがな
い。
        上記当事者間に争いのない事実と弁論の全趣旨によれば、被告は、平成１
３年５月１７日、タイコのＺから電話で転職の勧誘を受け、同日、タイコオースト
ラリアに転職した場合に上司となる副社長のＸと電話で話し、同５月２５日に会う
約束をしたこと、被告は、日本への出張から帰った日の翌日である平成１３年５月
２５日にＸと会い、職務内容、報酬等について協議し、被告が報酬等の待遇につい
て書面による提示を求め、同月２９日、タイコオーストラリアからそれらについて
書面による申出を受けたことが認められる。
    (2)　他方、甲第１７号証（後記(3)及び５記載の採用することができない部分
を除く。）によれば、Ｐは、平成１２年１２月３１日までJAUのマネージング・ディ
レクターであり、平成１３年１月１日から日本に帰国して原告に復帰したことが認
められるところ、乙第１号証によれば、Ｐから被告に対して日本へ出張するように
要請があり、同月、ＰがＱに対し、被告に出張の提案をした旨伝えたことが認めら
れる。
        また、乙第２、第３号証及び弁論の全趣旨によれば、被告が平成１３年１
月１日にJAUのマネージング・ディレクターに就任した時の報酬は年額７万６３６７
オーストラリアドルであったが、同じくマネージング・ディレクターであったＰの
報酬は年額９万２０００オーストラリアドルであり、当時被告の部下でありジェネ
ラル・マネージャーであったバリー・プレデューの報酬は年額８万６６０８オース
トラリアドル、前セールス・ディレクターであった者の退職時の報酬は年額１１万
オーストラリアドルであったこと、被告はＱに報酬の増額を打診し、平成１３年４
月１日以降、年額７万８６５８オーストラリアドルに増額されたことが認められ
る。
        乙第４号証によれば、タイコオーストラリアから被告に対する平成１３年
５月２９日の申出の書面には、オーストラリア・ニュージーランドのジェネラル・
マネージャーの地位を申し出ること、最初の給与は２４万オーストラリアドルであ
ること、業績目標の達成に基づき毎年ボーナスを得る機会が与えられること、タイ
コ株式５０００株のストックオプションを付与されること、地位及び会社の方針に
相応する他のすべての福利厚生制度に参加することなどが記載されていたことが認
められる。
        弁論の全趣旨によれば、被告は、オーストラリアへの帰国後、JAUのメルボ
ルン事務所で会議を開き、日本への出張の内容をJAUのフィールド・セールス・チー
ムに報告し、出張中に被告が書き取ったメモや、被告が原告から取得した製品のサ
ンプルをすべてJAUの担当者に渡したことが認められる。



        以上(1)、(2)記載の事実が認められ、この認定を覆すに足りる証拠はな
い。
    (3)　前記(1)、(2)記載の認定事実によれば、被告の日本への出張は、Ｐの要請
により行われたものであり、被告は、オーストラリアに帰国後、日本への出張の成
果をJAUの担当者に引き継いだものと認められる。また、被告が転職を決意した主な
理由は、タイコオーストラリアから申出のあった報酬の年額がJAUの３倍以上であっ
たことにあり、被告は、平成１３年５月１７日、Ｚから電話で転職の勧誘を受けた
時点では転職を決意していなかったが、同月２５日にＸと会い、報酬等について協
議した時点で転職の意向を強め、同月２９日、タイコオーストラリアから報酬等の
待遇について書面による申出を受けた時点で転職を決意したものと推認される。
        そうであるとすれば、被告の出張前後の状況に鑑みても、被告が本件コネ
クタ情報を含む本件説明情報を不正取得し、又はそれらの情報をタイコに開示した
と認めることはできないというべきである。
        原告は、被告に転職を勧誘したＺの地位、被告の前任者の解任時期、出張
予定の変更などを根拠として、被告が原告の営業秘密を不正取得してタイコに開示
した旨主張し、甲第１７号証にはその主張に沿う記述があるが、本件において証拠
により認定することができるところに照らせば、被告が原告の有する技術上又は営
業上の情報で公然と知られていないものを取得してタイコに開示したことは立証さ
れていないというべきであり、甲第１７号証の上記記述は推測の域を出ないものと
言わざるを得ず、この点に関する原告の主張は、採用することができない。
  ５　原告の主張(3)エ（営業秘密の不正取得）について検討する。
      本件コネクタ情報を含む本件説明情報が原告の営業秘密であるかどうかは措
くとして、これまで述べたところによれば、コネクタの構造の類似性（原告の主
張(3)ア）、トヨタ自動車の入札（原告の主張(3)イ）、被告の出張前後の状況（原
告の主張(3)ウ）のそれぞれについて証拠により認定されたところに照らしても、ま
た、それら証拠により認定されたところを総合しても、被告が本件コネクタ情報を
含む本件説明情報を取得し、又はそれらの情報をタイコに開示したことは認めるこ
とができないというべきである。甲第５号証、第１６、第１７号証のうち、この認
定に反する部分は採用することができず、他にこの認定を覆すに足りる証拠はな
い。
  ６　原告の主張(4)（転職の秘匿による不法行為）について検討する。
      前記４(3)認定のとおり、被告は、日本への出張から帰国した後の平成１３年
５月２５日以降、転職の意向を強め、転職を決意するに至ったものであって、同月
２１日に日本に出張する前には、同月１７日、電話で転職の勧誘を受けたのみで、
未だ転職を決意しておらず、転職の可能性が存在するのみであった。転職の勧誘を
受け、転職の可能性があるだけの場合には、そのことによって、出張を中止し又は
出張を延期する信義則上の義務が生ずるとする根拠はないというべきであり、他
に、被告には、日本への出張を中止し又は出張を延期する信義則上の義務があった
ことを肯定するに足りる事情が存在したことの主張、立証はない。
      かえって、前記３(2)認定のとおり、被告は、オーストラリアへの帰国
後、JAUのメルボルン事務所で会議を開き、日本への出張の内容をJAUのフィール
ド・セールス・チームに報告し、出張中に被告が書き取ったメモや、被告が原告か
ら取得した製品のサンプルをすべてJAUの担当者に渡したことから、被告は、日本出
張についてJAUのマネージング・ディレクターとしての責務を果たしたということが
できる。
  ７　以上によれば、原告主張の営業秘密の不正取得、開示による不法行為に関し
ては、被告が原告の保有する技術上又は営業上の情報で公然と知られていないもの
を取得し、これが利用されたことにより営業上の損害を生じたという客観的事実関
係について証明されていない。また、被告が転職を秘匿して日本に出張したとの事
実による不法行為の主張についても、日本出張時に転職が決まっていた事実は認め
られず、出張を中止ないし延期すべき信義則上の義務を肯定するに足りる客観的事
情が存在したことも証明されていない。
      したがって、本件については、民事訴訟法の不法行為地の裁判籍の規定（同
法５条９号）に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定することはできず、
他に、我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定する根拠はない。
  ８　よって、本件訴えは、我が国の裁判所に国際裁判管轄を肯定することができ
ず、不適法であるから却下することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法６１条
を適用して主文のとおり判決する。
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